
            ふれあい・いきいきサロン事業実施要綱第５条に基づく補助金の額
                                                                                     
     │年間延べ参加者数                 │補助金年額                       │     
     │           ５００人未満          │              １０，０００円     │     
     │           ５００人以上          │              １５，０００円     │     
     │       １，０００人以上          │              ２０，０００円     │     
       （運営助成金）
       第５条　サロンの運営助成金は、本会が予算の範囲内で助成することができる。


